
交渉(全労働福島支部)議事概要 

 

 福島労働局長(当局)は、令和元年７月１１日（木）、全労働福島支部執行委

員長(全労働支部)と職員の処遇改善等に係る交渉を行った。 

 この交渉の概要は以下のとおりである。 

 

全労働福島支部 

 次の事項について、「２０１９全労働夏季統一要求書」の提出があり、処

遇改善の立場から問題を解決するよう要求された。 

１ 賃金の改善 

２ 労働行政体制の拡充 

３ 「労働基準監督署の組織・業務改革」について 

４ 超過勤務の上限規制について 

５ 高齢期雇用・定年延長について 

６ 人事評価制度について 

７ 都道府県労働局の新人事制度について 

８ 非常勤職員の労働条件改善 

９ 労働時間・休暇制度の改善 

10 労働条件・職場環境等の改善 

 

当局 

 要求のあった事項について、次のとおり回答した。 

１ 賃金の改善等について 

 賃金については労働条件の基本であり、職員の労働意欲に関わる重要な

問題であると認識している。 

 なお、人事院東北事務局長に対し、現場の状況を踏まえ一層の改善を図

るよう要請を行ったところである。 

 

２ 労働行政体制の拡充について 

 福島県民をはじめとする国民の期待に応えるためには、行政体制の整備、

拡充が不可欠であると認識している。 

 直面する行政需要に的確に対応するため、効果的・効率的な行政運営に

努めてまいりたい。 

また、新規採用については、引き続き積極的な採用活動を行っており、次

年度についても必要な新規採用職員の確保を図る。 

 

３ 「労働基準監督署の組織・業務改革」について 

 労災補償業務及び適用徴収業務については、引き続き業務運営上の課題

について把握し、適切に対応してまいりたい。 



４ 超過勤務の上限規制について 

 職員の健康確保の観点からも、超過勤務の縮減については更なる取組が

必要であると認識している。 

 

５ 高齢期雇用・定年延長について 

 多様な働き方の確保、年金支給開始年齢までの生活維持にふさわしい賃

金水準を維持できるよう努めてまいりたい。 

 

６ 人事評価制度について               

 また、人事評価結果については、国家公務員法に基づき、任用、給与等

人事管理の基礎とするために行われるものであるため、その運用が適切に

行われるよう努めてまいりたい。 

  

７ 都道府県労働局の新人事制度について 

 行政体制の確保は重要な課題であると認識している。 

 

８ 非常勤職員の労働条件改善について 

 労働行政にとって、非常勤職員の重要性は一層大きくなっており、その

処遇改善について認識は同じである。 

 

９ 労働時間・休暇制度の改善について 

 労働時間の改善及び休暇制度の改善については、健康確保の観点からも

重要な課題と認識している。 

 

10 労働条件、職場環境等の改善について 

 労働行政の円滑な推進を図ってまいりたい。 

 


